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開会 午後３時００分 

 

ただいまから草津市教育委員会４月定例会を始めます。 

議事にはいります。 

なお、本日は松嶋委員及び我孫子委員から欠席届が出てお

ります。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項

に基づきまして、教育長及び委員の合計の過半数が出席をし

ておりますことから、会議を開き議決する事ができますこと

を確認し、報告致します。 

 

―――――日程第１――――― 

 

日程第１「会期の決定」でございますが、本日１日限りと

いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようでございますので、４月定例会は本日１日

限りといたします。 

 

―――――日程第２――――― 

 

日程第２「３月定例会会議録の承認について」でございま

すが、あらかじめ事務局から配布をされ、熟読をされている

と思いますが御異議ございませんか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようでございますので、３月定例会の会議録は

承認されたものと認めます。 

 

―――――日程第３――――― 

 

日程第３「教育長報告」に移ります。 

それでは私から諸般の報告をさせて頂きたいと思います。 
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まず、新年度を迎えまして教育長として２年目を迎える今

年は、これまでも大切にして参りました学校教育と社会教育

を両輪とした草津の教育改革に、職員と一致団結してチーム

市教委で取り組んでいく考えでございます。 

新年度にあたりまして、４月１日に市教委の管理職に対し

て訓示を行いました際に７つのキーワードをお示しいたしま

した。そして、管理職自らが率先垂範をしていくことが重要

であるということをお話させて頂きました。まず、管理職の

心構えといたしましては、１つ目は「挑戦」ということを掲

げています。２つ目は、そのための「戦略」を立てる。３つ

目には、現在取り組んでいる仕事の「根拠や成果」をしっか

りと確認をすること。手段が目的化をしていないかという点

も目標に重要であることを伝えております。その心構えをも

とに具体的に進める際のポイントとして、４つ目には職員間

での「情報共有」でございます。職員間でベクトルやマイン

ドをしっかり合わせていく。それを進めていくためには、５

つ目「コミュニケーション」が重要になって参ります。そし

て６つ目は、他の課との「連携」。自分の課だけでは解決でき

ない複合的な問題も今増えておりますので、他の課との連携

が重要です。そして７つ目として、いろいろな取り組みを行

っておりますが工夫して「発信」をする。良い取り組みであ

っても、伝わっていないと評価がされないということになり

ます。この７つの言葉を大切にして、皆さんが主体的に働

き、やりがいのある職場づくりを目指して欲しいとお願いを

したところでございます。 

次に入学式でございますが、４月１１日に小・中学校の入

学式が行われました。私は志津南小学校と、母校であります

松原中学校に行かせていただきました。今年度は市内で新小

学１年生が１３４４名、新中学１年生が１１９３名の児童生

徒が入学をされました。今現在、世界には戦争や紛争また貧

困など様々な事情により、まともに教育を受けられない子ど

もたちが沢山いることを思いますと大変心苦しい思いになり

ます。どこの国でも子どもたちは時代を担う宝でございま

す。特に少子高齢化が進む我が国においても、地域の将来を

担う人材の育成は重要な課題の一つでございます。子どもた

ちに大きな期待や願いが寄せられているなか、教育に携わる
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ものとして大きな役割を担っていることを改めて再認識し、

学校現場、家庭、そして地域とが連携した教育、また人材育

成の取り組みを進めていこうと改めて決意したところでござ

います。 

次に４月１２日には、令和４年度の学校教育フォーラムを

開催いたしました。各委員さんにも御出席いただいたところ

でございますが、各小中学校教職員を対象に草津市が目指す

教育について説明を行い、各課より事業内容についての紹介

をしたところでございます。草津市が目指す教育について理

解を深めていただいて、確かな学力、健やかな身体、豊かな

心を育てる取り組みを市教委が共に連携協力しながら進めて

参りたいと考えております。 

次に、４月２０日に新堂中学校にて生徒会役員による全校

朗読劇の収録が行われ、その様子を見学して参りました。新

堂中学校では毎年道徳劇を行っておられ、今年度で１１回目

になるそうでございます。今年のテーマは「生きる喜び」で

ございました。それを劇として発表され、収録した映像を６

月以降の道徳の授業で教材として活用される予定でございま

す。発表の後、生徒の皆さんからはやり遂げた達成感や、自

己有用感がみなぎっているのを感じましたとともに、このよ

うな取り組みが今後も新堂中学校の文化として根づいて、活

動が継続されていく事を大いに期待したところでございま

す。また今回学校現場を訪問いたしまして、昨今コロナ禍で

様々な経験や体験また交流などが制限されている中でこのよ

うな経験を得る機会を、学校現場をはじめ地域でも創出する

ことの重要性を改めて感じました。今年度から、市教委では

学校での持続可能な社会に向けた人づくり、スクール ESDく

さつプロジェクトをモデル校においてスタートいたしまし

た。この事業では、地域の課題に対し子どもたちが主体的に

関わり行動することを目指しており、地域の方々とリアルな

体験交流が進むことを期待しながら、教育活動の推進をさら

に図って参りたいと考えております。 

以上で私からの報告を終わらせて頂きます。それでは、各

委員の皆様から、４月にございました教育全般に関する事項

で御意見、御感想等をお願い致します。 
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私も４月１１日の午前中は矢倉小学校入学式、午後は高穂

中学校の入学式に参加させていただきました。天候に恵ま

れ、真新しい制服に身を包み、緊張の中にも喜びが全身から

伝わってくるように思いました。どちらの学校も新しく着任

された女性の校長先生で、大変意欲的で前向きな明るさとと

もに魅力を感じさせていただきました。式辞は大変わかりや

すく、児童の皆さんにも理解できるお話をされていました。

児童の皆さんにも響いた中身であったというふうに感じさせ

ていただきました。児童生徒さんの歓迎の言葉も、自分の言

葉で何も見ずにしっかりと、新１年生を見てお話しされてい

たのには感動いたしました。高穂中学校は新１年生が１０ク

ラス３３９名と、一つの学校ぐらいの大きな規模で驚きまし

たが、落ち着いた雰囲気で進められておりました。ただ矢倉

小学校については、簡潔さを重視されたのかもしれません

が、今までいろいろな小学校訪問させていただいたなかで、

少し違うかなという雰囲気を感じる印象も残りました。 

４月１２日は、令和４年度学校教育フォーラムに参加させ

ていただきました。昨年同様オンラインでしたが、教育長の

お話をはじめ、各課より今年度の方向性を伺うことができま

した。各小学校の先生方の受けとめ方の様子を知ることがで

きませんでしたが、熱意を感じさせて頂きました。 

４月１３日は、滋賀県の教育行政重点施策説明会に参加さ

せていただき、６つのポイントを聞いて参りました。ア、子

ども一人一人の学びの最適化、イ、副籍の制度化、ウ、笑顔

あふれる学校づくり、笑顔あふれるとは、休みやすい職場環

境、多様な人々が学校に関わること、地域との関わりという

こともおっしゃっておられていました。エ、困難な環境にあ

る子どもたちの学びの支援。キーワードとしてスクールカウ

ンセラー、スクールソーシャルワーカー、不登校対応支援、

外国人児童生徒の学びの支援という事もおっしゃっておられ

ました。オ、図書館を生かしたまちづくり。図書館を起点と

したまちづくりの推進ということもおっしゃっておりまし

た。カ、管理運営ということで６つのポイントでお話されて

いました。後半は講演で放送大学の中川和文先生のお話で、

学校におけるタブレット端末の効果的な活用と学びの質的な

向上という事でお話をいただきました。オンラインでした
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が、資料も準備していただいて大変わかりやすいお話でし

た。キーワードしかお話できませんけれども、ＩＣＴはマス

トアイテムであり、ＩＣＴ環境は鉛筆やノート等の文房具と

同様に教育現場において不可欠なものとなっていくように、

是非、整備を推進してください。慣れる事が大事であるとい

うお話、それから、個別指導と協働学習ということをおしゃ

っていました。個別指導学習では、「全員が出して、全員が片

付けることで良いのか」、「自由に出し入れする活用・選択の

判断を子どもに委ねる」、この二極化が進んでいるというお話

だったと思います。全員が出して、全員が片付けましょう

は、草津はもう乗り越えていると思います。次は必要なとき

に出して学習できるというところに、重点をおきなさいとい

うことをおっしゃっていたように思います。それが全国では

二極化していることに、一つのシグナルを出されているのか

なと思いました。それから協働学習ということで、子ども一

人一人が自分のペースを大切にしながら、協働で作成・編集

等を行う活動が多様な意見を出し合って、合意形成を図るよ

うな協働的な学びも発展させて欲しい、という事をお話され

ていました。個別的学習においては孤立した学びに陥らない

ように、協働的な学びにおいては集団の中で個々が埋没して

しまうことがないように、どこかの学校の実践を通してお話

しされていたように思うのですが、草津市もこういう方向で

これから進んでいくのかなと考えておりました。ＥＳＤ、総

合的な学習が足元になるということは、協働的な学びでいか

にＩＣＴをこれから活用されていく事が大事かという事に繋

がるかなというような感想を持ちました。以上でございま

す。 

 

私は草津第二小学校の入学式に参加させて頂きました。 

草津第二小学校の歴史や今度の５０周年の際にこんな事を

やっていこうという見分を含めてお話をしていただきまし

た。校長先生も生徒さんも地域のことを含めて色々と勉強さ

れておられ、今後コミュニティスクールを進めていくことに

なりますが、それに向けてもしっかり準備をされていること

を感じました。そして、卒業生である地域住民の方々も草津

第二小学校に強い思いをもって関わっていただいていること
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の実情を知ることが出来て良かったと思っています。少し校

長先生とお話しさせていただきましたが、校長室に飾られて

いる歴代校長の写真が部屋の隅のぎりぎりまで飾られてお

り、今の校長先生の写真を飾る場所がないという状況が発生

していました。今後、５０年１００年続いていく歴史の中

で、どういう風に先人の先生達が残してこられたのか、アー

カイブしていくのか、ただ写真を並べていくだけではなく、

ひとつの歴史として考えていかないといけないと思いまし

た。子どもたちに私の方から少しお話をさせていただきまし

た。特に小学校１年生にお伝えしたことは、どんどんと様々

なことにチャレンジしていただきたいという事です。学びが

きっと皆さんのこれからの人生に、夢に繋がっていく時のツ

ールになりますという話をさせていただきました。どこまで

伝わったのか、もしかしたら子どもたちに申し訳なかったな

と思う面もありますが、非常にまじめに聞いていただき感謝

しております。 

続きまして、滋賀県の令和４年度教育行政重点施策説明会

に参加させていただきました。稲垣委員の方からも御説明い

ただきましたので、詳細ついては割愛させていただきます

が、一番気になったのは「ヤングケアラー」の件でした。 

他市町の教育長さんの意見ですが、教師の立場から考え

て、何がヤングケアラーであって、何がヤングケアラーでな

いのか基準を明確に決めていただきたいという御意見もあり

ました。その一方で、私自身もヤングケアラーの経験があり

ますが、何時間介護をすればヤングケアラーである、それよ

り３０分足りなければケアラーではないみたいなことが場合

によっては起きかねない。そういう事ではないと思います。

ヤングケアラーについて、最近当事者等とも話す機会があり

ましたが、私が一番恐れている事は、この言葉がヤングケア

ラーのいる家庭の家族やケアを必要とされている方に対して

攻撃する言葉になっているのではないかということを感じて

おります。「私はヤングケアラーです」と言うだけで、家族に

対する攻撃になるのではないかと、非常に危惧されている児

童生徒もおられるという事です。私は当然そうなって欲しく

ないと思っていますし、我々は介護や兄弟の世話等のいろい

ろなものを含めて、包括的に考えていく必要があります。そ
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の人の言葉、その人の責任、自己責任や家族の責任にしてい

くものではないと思っています。今後、滋賀県でもヤングケ

アラー対策を進めていくと聞きましたが、あくまでも家族に

対する攻撃ではなく包摂であるという視点を強く持って頂き

たいと思って聞いておりました。 

続きまして、ＦＭくさつの放送で草津宿本陣の歴史資料調

査の完了や、草津宿場まつりの開催の案内を拝聴しました。

１万３２５４件という多くの資料を学芸員さんが調べられた

そうで、非常にありがたく思います。その成果等について

は、今後見させていただきたいなと思います。草津宿場まつ

りは４月２４日に開催となります。市民の皆さんに歴史や文

化を知っていただける機会に繋がればという思いでラジオを

聞いておりました。立命館大学の方でも、学生を含めて草津

の教育の様々な事に関わらせていただき、コラボレーション

をさせていただければと思っております。手前みそではあり

ますが、このたび草津ブランド推進協議会さんと連携させて

いただき、学生たちが草津ブランドをまとめたＰＲ冊子を作

製しました。この冊子を市内の小学６年生に配布していただ

けると聞いております。是非、草津の子どもたちにも草津ブ

ランドの魅力を知っていただければと思います。今後も大学

の学生と市内の児童とのコミュニケーションの場を作ってい

ければと思っており、お力を貸していただければ幸いでござ

います。以上になります。 

 

ありがとうございました。 

それでは教育長報告は以上で終わらせて頂きます。 

 

―――――日程第４――――― 

 

次に日程第４「付議事項」に移ります。 

まず、議第１５号の「臨時代理につき承認を求めることに

ついて」でございますが、この議案は人事案件でありますこ

とから、会議を公開しないこととすべきであると思います。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項で

は「教育委員会の会議は公開する。ただし、人事に関する事

件、その他事件について、教育長又は委員の発言より、出席
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教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤田教育長 

 

 

者の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しな

いこととできる」となっておりますので、この規定に基づき

お諮りをしたいと思います。議第１５号を公開しない事とす

ることについて、御異議ございませんでしょうか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議なしと認めます。よって、議第１５号につきまして

は、公開しないことといたします。この議案につきまして

は、報告事項の終了後に審議を行う事といたします。 

次に議第１６号「臨時代理の承認を求めることについて」

審議させていただきます。事務局の説明を求めます。 

 

それでは議第１６号、「臨時代理の承認を求めること」につ

いて、教育総務課の吉田が御説明申し上げます。議案書は７

ページから１９ページでございます。まず９ページをお願い

いたします。去る４月 1日付で教育委員会所管に属する職員

の人事異動を行うにあたり、委員会の会議を招集する時間的

な暇がございませんでした。草津市教育委員会教育長に対す

る事務委任規則第３条の規定によりまして、教育長が臨時に

代理をさせていただきましたので、本委員会に報告し、その

承認を求めるものでございます。１１ページから１７ページ

が主に行政職員の人事異動でございまして、１１ページ上段

から部長級職員が３名、副部長級職員が４名、課長級職員が

１４名、続いて１２ページ中段から課長補佐級職員が１４

名、以下記載のとおりとなっております。次に１６ページが

新規採用職員でございますが５名となっております。次の１

７ページが退職者でございますが２名となっております。続

く１８ページが滋賀県教育委員会の人事異動でございます。

県教育委員会から草津市教育委員会への異動者が９名、県教

育委員会への復帰が１０名となっております。以上、誠に簡

単ではございますが、説明とさせていただきます。 

 

ただいまの説明につきまして御意見、御質問がございまし

たらお願い致します。よろしいでしょうか。では本議案につ

きまして、御異議はございませんか。 
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教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようでございますので、議第１６号は承認され

たものと認めます。 

次に議第１７号「臨時代理の承認を求めることについて」

審議させて頂きます。事務局の説明を求めます。 

 

議第１７号臨時代理の承認を求める事について、教育総務

課の吉田が御説明申し上げます。議案書は２１ページから３

０ページでございます。まず２３ページをお願い致します。

このたび、草津市教育委員会事務局の組織の改編を行うにあ

たりまして、委員会の会議を招集する時間的な暇がございま

せんでした。草津市教育委員会教育長に対する事務委任規則

第３条の規定によりまして、教育長が臨時に代理をさせてい

ただきましたので、本委員会に報告しその承認を求めるもの

でございます。２４ページ、２５ページが改正分、２６ペー

ジから３０ページが新旧対照表でございまして、内容は組織

改編によりスポーツ保健課の業務を学校教育課、教育総務

課、及び新設のスポーツ推進課へ移管するものでございま

す。また、効率的かつ効果的な業務推進のため、学校教育課

と学校政策推進課の間で担当業務を一部移管するものでござ

います。さらに、事業の完了した項目について削除させてい

ただくものでございます。以上、誠に簡単ではございます

が、御説明とさせていただきます。 

 

それでは説明ありました事につきまして、御意見、御質問

ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。で

は本議案つきまして御異議ございませんか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようでございますので、議第１７号は承認され

たものと認めます。 

次に、議第１８号「臨時代理の承認を求めることについ

て」審議させていただきます。事務局の説明を求めます。 
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教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

議第１８号「臨時代理の承認を求めることについて」教育

総務課の吉田が御説明申し上げます。議案書は３１ページか

ら３７ページでございます。まず３３ページをお願いいたし

ます。このたび、草津市教育委員会事務決裁規程の改正を行

うにあたりまして、委員会の会議を招集する時間的な暇がご

ざいませんでした。草津市教育委員会教育長に対する事務委

任規則第３条の規定によりまして、教育長が臨時に代理をさ

せていただきましたので、本委員会に報告しその承認を求め

るものでございます。３４ページ、３５ページが改正文、３

６ページ、３７ページが新旧対照表でございます。内容につ

いては議第１７号でも触れました組織改編により、スポーツ

保健課をスポーツ推進課へ名称を変更することに伴う改正を

行いました。また、共通決裁項目のうち補助金等の交付申請

実績報告の合議先について、草津市事務決裁規程との整合を

図るための改正を行いました。さらに、歴史文化財課の発掘

調査等業務の効率化のため、決裁区分の改正を行いました。 

以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきま

す。 

 

ではただいまの説明につきまして御意見、御質問がござい

ましたらお願い致します。 

本議案につきまして御異議ございませんでしょうか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようですので、議第１８号は原案通り承認され

たものと認めます。 

次に、議第１９号「草津市教育委員会附属機関運営規則の

一部を改正する規則案」を審議いたします。事務局の説明を

求めます。 

 

議第１９号草津教育委員会附属機関運営規則の一部を改正

する規則案につき議決を求めることについて生涯学習課の上

原が御説明を申し上げます。議案書は３９ページから４２ペ

ージでございます。文化振興計画に基づく重点プロジェクト
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藤田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育部副部長 

の検討、施策評価について集中的な議論を行うため計画策定

後、平成３０年に重点プロジェクト検討部会、政策評価部会

を設置いたしました。また、令和３年度に草津市文化芸術機

能等施設整備基本計画の見直しが必要となり、新たに文化芸

術機能等検討部会を設置いたしました。これら３つの部会が

それぞれ役目を終え、廃止させていただくため、規則の一部

改正を行うものでございます。それでは、４１ページの新旧

対照表を御覧ください。まず、第９条についてでございます

が、部会の設置根拠となる規定でございます。教育委員会で

部会を設置しているのが、草津市文化振興審議会のみである

ことから、同審議会の部会廃止に伴い同条を削除いたしま

す。これに伴い、第１０条を第９条に第１１条を第１０条と

いたします。次に別表第２についてございますが、文化芸術

機能等検討部会の任期に係る規定部分につきまして、同部会

を廃止するため削除させていただきます。次に別表第３につ

いてですが、こちらも同文化芸術機能等検討部会に係る定足

数と議決の方法についての部分を削除させていただきます。

４２ページに移りまして、別表第４についてですが、重点プ

ロジェクト検討部会、政策評価部会と文化芸術機能等検討部

会を廃止するため表全体を削除いたします。なお、本規則の

施行日は公布の日でございます。以上、簡単ではございます

がよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

ただいまの説明につきまして御意見、御質問がございまし

たらお願いいたします。 

本原案につきまして御異議ございませんでしょうか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようでございますので、議第１９号は原案通り

可決されたものと認めます。 

次に、議第２０号「草津市小・中学校結核対策委員会委員

の委嘱につき議決を求めることについて」審議いたします。

事務局の説明を求めます。 

 

議第２０号「草津市小・中学校結核対策委員の委嘱につき
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（学校教育担当）兼 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議決を求めることについて」学校教育課の上原が御説明申し

上げます。議案書は４３ページから４５ページでございま

す。草津市小・中学校結核対策委員会につきましては、４５

ページにございますとおり、草津市附属機関設置条例におい

て、小中学校の結核管理方針について、調査審議する附属機

関として定数を４名以内と定め草津市教育委員附属機関運営

規則におきまして委員資格者を保健医療関係者、学校教育関

係者、関係行政機関の職員とし、任期を委嘱の日からその年

度の末日と定めているところでございます。このたび、４４

ページの４名を令和４年５月１日から令和５年３月３１日ま

で委嘱することにつき、お諮りするものでございます。以

上、誠に簡単ではございますが当該議案の説明とさせていい

ただきます。御審議賜りますよう宜しくお願いを申し上げま

す。 

 

ではただいまの説明につきまして御意見、御質問ございま

したらお願いいたします。 

本原案につきまして御異議ございませんでしょうか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようでございますので、議第２０号は原案通り

可決されたものと認めます。 

次に、議第２１号「草津市教育支援委員会委員の委嘱及び

任命につき議決を求めることについて」審議をいたします。

事務局の説明を求めます。 

 

議第２１号「草津市教育支援委員会委員の委嘱および任命

につき議決を求めることについて」児童生徒支援課の柴原が

御説明申し上げます。議案書は４７ページから４９ページで

ございます。草津市教育支援委員会では、就学に係る障害児

童生徒の障害の種類と程度について調査や審議を行い、今後

の教育的支援のあり方や好ましい就学先を明らかにして、草

津市教育委員会に審議結果を送信いたします。任期は令和４

年５月１日から令和５年３月３１日までとしております。以

上、誠に簡単ではございますが御審議賜りますようよろしく
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藤田教育長 

 

 

小辻委員 

 

 

 

児童生徒支援課長 

 

 

 

小辻委員 

 

 

 

 

 

藤田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校政策推進課長 

 

 

 

 

お願い申し上げます。 

 

ではただ今の説明につきまして御意見、御質問ございまし

たらお願いいたします。 

 

委員の方々の話ではないのですが、委員は３０名おられま

すが委員の皆さんの参加率はどうでしょうか。日程調整する

のも大変かなと思うのですがいかがでしょうか。 

 

年間１２回程お集まりいただくなかで、欠席の方もおられ

るものの、大半の方に御出席いただいていると認識しており

ます。 

 

ありがとうございます。他の自治体を調べていると、欠席

が多いところもあると聞いておりますので、大半の方が出席

いただいているのはありがたいです。オンライン等のやり方

であれば参加ができるという状況であるならば、そういうこ

とも含めて考えていただけると幸いです。 

 

他よろしいでしょうか。 

それでは本原案につきまして御異議はございませんでしょ

うか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようでございますので、議第２１号は原案通り

可決されたものと認めます。 

次に、議第２２号「草津市学校運営協議会委員の委嘱およ

び任命につき議決を求めることについて」審議いたします。

事務局の説明を求めます。 

 

議第２２号「草津市学校運営協議会委員の委嘱および任命

につき議決を求めることについて」学校政策推進課の杉田が

御説明申し上げます。議案書の５１ページから５６ページに

かけて御覧ください。学校運営協議会は、学校運営及び当該

運営への必要な支援に関して協議する機関として設置するも
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藤田教育長 

 

 

小辻委員 

 

 

学校政策推進課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

小辻委員 

 

 

学校政策推進課長 

ので、学校、保護者及び地域の住民の組織かつ継続的な連携

と協働体制を確立し、学校運営の充実を図ることを目的とし

ています。委員の委嘱及び任命については、草津市学校運営

規則第６条で「協議会の委員は次の各号に掲げるもののうち

から教育委員会が委嘱又は任命する」また、同条第２項にお

いて「教育委員会は全校に規定する委員の委嘱又は任命につ

いて、あらかじめ対象学校の校長から意見を聞くものとす

る」と定められています。このたび、各校長から意見を聞き

６小学校と２中学校の計８校から委員名簿の提出があったこ

とから、名簿のとおり８２名の委員の委嘱及び任命する事に

ついてお諮りするものです。任期は令和４年４月２２日から

令和５年３月３１日までとなります。なお、今回提出のなか

った１２校につきましては、５月の定例教育委員会でお諮り

します。誠に簡単ではございますが説明とさせていただきま

す。何とぞ御審議賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

 

ただいまの説明につきまして御意見、御質問がございまし

たらお願いいたします。 

 

今回提出されていない学校については、調整に手間取って

おられるということでしょうか。 

 

毎年４月、５月に設けさせていただいておりますが、毎年

４月すぐに行う学校と、５月に行う学校が混在しているのが

現状で、私も現場にいさせていただきましたが、昨年度に引

き続き行っていただける場合もありますし、新たに違う方に

お願いする場合もございます。提出期限は４月１９日とさせ

ていただいているところですが、年度初めということもあっ

て間に合わずに、５月になるところが多いという現状になっ

ております。 

 

形式的には問題なく、早く出したいところは提出していた

だいているというお話でしょうか。 

 

そうです。早く対応いただいて４月に委嘱できる学校もあ
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藤田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ります。 

 

ほかよろしいでしょうか。 

では本原案につきまして御異議ございませんか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようでございますので、議第２２号は原案通り

可決されたものと認めます。 

 

―――――日程第５――――― 

 

それでは日程第５「報告事項」に入ります。事務局より順

次報告をお願いいたします。 

 

それではまず報告事項１「令和４年度定期監査の実施計画

について」教育総務課の吉田が御説明申し上げます。 

資料は５９ページから６２ページになります。５９ページ

をお願いいたします。まず、監査の基本方針でございます

が、令和３年度から第６次草津市総合計画がスタートし、新

型コロナウイルス感染症の拡大により経済が低迷する厳しい

財政状況下において、収支の均衡をはかりながら着実な事業

推進が求められている中において、公正不偏の立場から、法

令を遵守しているか、最小の経費で最大の効果を上げている

か、組織及び運営の合理化に努めているか、市民福祉の増進

にどのように役立っているかという視点から監査を実施され

るものでございます。６０ページの各種監査等の実施方針で

ございますが、こちらで教育委員会に関わる部分につきまし

ては、（１）の定期監査でございます。定期監査につきまして

は、基本的には前年度の事務及び事業を対象として実施され

るものでございます。具体的な監査の計画につきましては、

６２ページの令和４年度の監査等実施計画表のとおり、教育

委員会の定期監査につきましては、４月と５月に計画表に記

載の小・中学校とこども園が、１２月に生涯学習課、スポー

ツ推進課、１月に学校給食センター、学校教育課、図書館が

対象になっております。令和４年度定期監査の実施計画につ
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いては以上でございます。 

 

次に、報告事項２「令和３年度定期監査の実施結果につい

て」でございます。報告書は６３ページからでございます。 

去る、３月２５日付で草津市監査委員から定期監査結果報

告の結果について公表されました。教育委員会事務局では記

載の３所属を対象にそれぞれ監査が実施されたところ、いず

れの所属も意見、指摘事項はございませんでした。令和３年

度定期監査の結果については以上でございます。 

 

続きまして、報告事項３につきまして草津宿街道交流館の

八杉が御報告申し上げます。報告書の６７ページ、６８ペー

ジでございます。江戸時代から草津の名産として知られてお

ります青花紙の生産農家が減少しており、危機的な状況にあ

ることから、令和元年６月に青花紙保存継承懇話会を設け、

製造の継承について意見を求めて検討して参りましたが、こ

のほど有志によりまして、青花紙製造技術保存会が立ち上が

り活動を始められました。このことにより、青花紙の製造技

術の継承・継続が可能な状況になったと考えますので、この

開催要綱を廃止するものでございます。以上でございます。 

 

報告事項の４「草津市地域学校協働活動推進員の委嘱」に

つきまして生涯学習課の上原が御説明申し上げます。報告書

の６９ページを御覧ください。本市では平成１０年度より地

域協働合校推進事業を実施し、平成２７年度からは７校の小

学校において、平成２８年度からは市内１４校すべての小学

校において地域コーディネーターを配置したところでござい

ます。平成２９年３月の社会教育法の改正により、地域学校

協働活動推進員の委嘱に関する規定の整備がなされたことか

ら、平成３１年４月１日より地域コーディネーターを法律に

基づく地域学校協働活動推進員として委嘱をしております。

今年度につきましても、各学校長から推薦いただいた方々１

９名につきまして委嘱するものでございます。なお、各校の

実情によりまして、１校で２人、３人体制のところもござい

ます。また、今年度よりスタートいたしますスクールＥＳＤ

くさつ推進事業において、小学校は老上小学校と常盤小学校
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の２校、また中学校は松原中学校の１校をモデル校といたし

ますことから、松原中学校に１名の地域コーディネーターを

新たに設置し、小学校１４校と中学校１校、合わせて１９名

の委嘱となっております。以上、簡単ではございますが報告

させていただきます。 

 

続きまして報告事項５「寄付の受け入れ報告について」教

育総務課の吉田が御説明申し上げます。報告書は７１ページ

でございます。表の上段から順に老上中学校ＰＴＡ連絡協議

会様、パナソニック株式会社様、志津小学校ＰＴＡ様、第一

生命保険株式会社様、大和ハウス工業株式会社様、株式会社

京都銀行様から、それぞれ寄付品目記載のものを寄付いただ

きました。寄付受け入れ報告については以上でございます。 

 

ただいま５件の報告事項がございましたが、御質問、御意

見等ございましたらよろしくお願い致します。 

 

報告４で、地域コーディネーターの仕事は何でしょうか。 

 

まず、学校のニーズを把握していただき、また地域の実情

などを見ていただきながら、学校の教育とのマッチング、人

材の発掘、また地域資源の活用等を先生方と共に検討してい

ただき、その学びを地域に還元していくときの橋渡しをして

いただく役目を担っていただいております。 

 

放課後の支援員さんや健康推進員さんは、自分の分野には

すごく長けておられると思いますが、地域の資源発掘となる

と、大変難しいものだと思います。私はなかなか上手くでき

なかった思いがあります。教育へのアシストはできても、資

源発掘も大切なことだと思いますし、地域協働合校の中には

地域の有名な方が中心になって動いておられる場合もありま

す。そういった方と連携されているのだろうと思いますが、

学校によって人数にバラつきもあるし、運営方法について難

しさはあるのではと常々思っていました。学校も負担だろう

し、これを任されたコーディネーターさんも負担だろうし、

上手く事業が回転しないと意味がないと思います。そのこと
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を大変懸念しています。本当に地域人材の発掘は大事だと思

います。地域に子どもが帰って来ないといけないし、地域の

魅力に浸ってくれないと全部どこかに行ってしまいますの

で、すごく大事な事ですね。すごく地味であるけれど、もの

すごく難しさも含んでいる気がしますので、教育委員会とし

てバックアップしいくだろうと思いますが、表面だけ見て言

ってしまいちょっと失礼ではありますが、すごく心配すると

ころであります。 

 

今おっしゃっていただきましたとおり、これからの非常に

大きな課題だと捉えております。今の実情といたしまして

は、学校長の推薦ということで学校の中で活動していただく

事を前提に、学校の授業内容等を把握した方や、学校の授業

を運営するのに適した人材の方を御推薦いただいている面も

あるかと思っております。ただ今後、学校運営協議会との連

携や推進組織体制の強化も図って参りたいと考えております

ので、その橋渡し役として地域と繋がっていただきながら、

活動くださるコーディネーターさんの育成等について、生涯

学習課としても努力していきたいと考えております。 

 

稲垣先生のお話は非常に重要ですね。学校によってばらつ

きがあるのが非常に気になる点ではあります。そのような事

に優れた方が３名おられる学校と 1名の学校では、そこで紹

介できる人が変わってくるはずです。大事な事ですが、例え

ば同じ学校で同じような肩書の方がコーディネーターだった

とします。多彩で多様な肩書のコーディネーターが入ってい

ただいているのとは違い、そこで新しい繋がりが生まれると

は思いづらいです。１つの仕事を３名で分けているようにし

か見えないというところがあると思います。学校がどういう

ところに繋がりを求めるかということですが、地域内で色々

と活動されている方や、地域外も含めて活動をされている地

域の住民の方というのが沢山いて、我々や地域住民の中で見

えている人だけではなくて、ちょっと見えづらいけれど、実

は地域の中におられる素晴らしい人材にもコミットしていく

ということが狙っていくべきところであり、地域コーディネ

ーターが担っていることなのかなと思います。 
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あとは今出てくる方々は学校周辺に詳しい方しか出てきて

ないように思います。もう少し広域的な繋がりがある方々に

も入っていただくことによって、いろいろなことが見えてく

るのではないか、地域に詳しい人と広域に繋がりのある人に

入っていただく、どのような役割で入っていただくコーディ

ネーターなのか、サブ的な役割なのかアドバイザー的な役割

なのか、そのような事も含めて行っていく方が良いと思いま

す。もし学校が広域的な繋がりのある人を御存知ないのであ

れば、教育委員会から紹介する、例えばＡ学校区域内の地域

住民だけではなく、他の学校区の住民といった総合的に様々

な人を紹介するということを教育委員会としてサポートでき

ないかなと思っていました。どうしても学校の先生とお話し

をしていると、地域の団体や支援組織の方、商店街の方、そ

ういった方々との繋がりに重きを置かれていますが、より草

津が全国的に先進的な事例となるためにも検討いただくと良

いのではないかと思いました。以上です。 

 

今後の課題として受け止めさせていただきます。ありがと

うございます。 

 

他はよろしいでございますか。 

今の御意見等は今後のスクールＥＳＤの部分でも非常に重

要なポイントなってくると思いますので、しっかりと検証し

ていくことは大事だと思いますのでよろしくお願いをしたい

と思います。それでは報告事項については以上で終わらせて

頂きます。 

 

これをもちまして、４月の定例会を終わらせていただきま

す。 

閉会 午後４時３０分 

 


